
パブリックコメント手続結果 

 

１  案件名：  「門真市第２期障がい福祉計画（素案）」 

 

２  実施機関（担当所管課） 

（１）名    称： 福祉推進部 障がい福祉課 

（２）電話番号： 06－6902－6154（直通） 

 

３ 概況 

意見等募集期間   ： 平成 21年 2月 1日(日)～同年 2月 20日(金) 

結果資料公表場所 ： 門真市ホームページ、情報コーナー 

 

４ 受付した意見等の件数 

   合計 5件（延べ 15件） 

※一回の提出で複数項目に意見をいただいたものを分けて延べ件数として（ ）に記載。 

※いずれも門真市民（身体障がいのある人 2名、知的障がいのある人の家族 3名）からの提出。 

 

５ 意見等に対する考え方 

 

意見等の概要 意見等に対する考え方 件数 

Ａ グループホーム・ケアホームについて 

 

知的障がいのある人の居住系サービスの

見込量について、施設入所から地域生活への

移行でグループホーム・ケアホーム目標値が

10 人とあって（P43）、居住系サービス（P57）

の 23 年度見込量の 13 人という増加数は少

ないのでは。この中に移行される方 10 人が

含まれているとしたら、元から地域で暮らし

ている方のグループホーム・ケアホームへの

居住が極少数であると読み取った。 

      （知的障がいのある人の家族） 

 

実績、見込み数とも合算で表記されている

が、別々に表記できないか。体系的に介護給

付と訓練等給付の区別があり、利用できる人

 

 

グループホーム・ケアホームの見込量 

については、利用実績や福祉施設の地域

移行希望調査を元に算出しましたが、障

がいのある人の自立した地域生活にと

って重要な事業であり、地域移行センタ

ーの整備を予定している市内事業所に

協力を求め、知的障がいのある人の目標

値を第１期計画に近い数値まで引き上

げることにしました。（計画 P57■居住

系サービスの見込量を修正。） 

 

グループホームとケアホームの数値

を分けて表記することについては、一つ

の事業所が両方の事業を運営している

２件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



も区分認定により区別されている。 

市内に入所施設がない中で、重度の人にと

って、保護者の支援が途絶えた時、顔見知り

がたくさんいる近隣で暮らしていけるよう

ケアホーム整備を急いで取り組んでほしい。 

（知的障がいのある人の家族） 

 

 

Ｂ 短期入所事業について 

 

障がいのある人には短期入所で宿泊体験

をしていかないとグループホーム・ケアホー

ムへの段階に進めない。少しでも早く短期入

所から体験して日常生活の幅を広げていか

ないと、いつまでも親と一緒では老々介護ま

っしぐらになってしまう。市内に利用しやす

い短期入所の事業所が参入することを早急

に望む。  （知的障がいのある人の家族） 

 

門真市が乙地なので、市内に短期入所事業

所が少なく利用しにくいため、他市の事業所

を利用するのは当然ながら不便。また、障が

いの重い人が利用する場合、１対１の対応な

らば利用できる確率が低く、利用する人がな

かなか増えないことが実績数値として出て

いる現状ではないか。 

（知的障がいのある人の家族） 

 

第２章で、市に知的障がいのある人が利用

できる短期入所や移動支援などのサービス

提供事業所等の数値なども入れてほしい。サ

ービス利用の支給を受けていても、市内には

対応できる事業所が少なく、ヘルパー数も足

りず利用しづらい現状がある。 

（知的障がいのある人の家族） 

 

ケースが多く、ケアホームを利用できる

障がい程度区分の人がグループホーム

に入居するケースもあることから、利用

者ニーズに柔軟に対応していくために

も合算表記としています。 

 

 

 

 

 

短期入所は、介護者の疾病等による利

用を想定しているため、グループホー

ム・ケアホーム利用のための体験的利用

の支給決定はしていませんが、市内事業

所に協力を求め、別の事業として体験入

居ができるよう調整していきます。（P56

に文言追加。） 

現在の事業所数については第 4章の各

サービスの確保策に記載していますが、

身近に短期入所のサービス提供事業所

が少ない中、サービスの充実について市

内事業所に協力を求めていきます。 
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Ｃ 行動援護について 

 

市内に行動援護のサービス提供事業所が 

ないため、他市では利用しにくいと思う人

や、市からわかりやすい情報の提供が充実し

ていないからか周知できず、行動援護の範囲

内で利用できるにもかかわらず社会参加の

範囲が狭いままの障がいの重い人がまだ多

いため、実績数値が低いのでは。 

 移動支援の利用が伸びたように行動援護 

についても周知を進め、乙地が撤廃されて市 

内へサービス提供事業所が参入するのを希 

望する。 

 また、サービス内容について他市と格差の

ないよう足並みを揃えたサービスをしてほ

しい。   （知的障がいのある人の家族） 

 

 

Ｄ 相談支援について 

 

移動支援や行動援護のサービスを利用し

ているが、障がいの特質（こだわり）が出て

きて、自己決定と自己選択の基本理念に基づ

けようとすることが本人にとってベストな

のか、どこからがわがままなのかはっきりわ

からず親として四苦八苦の毎日。きめ細かな

ケアプランを取り入れたサービス利用計画

作成をしてもらった方がよいのではと思っ

ている。  （知的障がいのある人の家族） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者自立支援法による新しいサー

ビスの情報提供については、広報紙やホ

ームページ等媒体の他、相談支援事業所

との連携や、出前講座、障がい者団体と

の懇談等、障がいのある人やご家族等に

直接関わる機会を活用し、周知に努めた

いと考えています。（P67「②相談・情報

提供体制の整備」をご参照ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス利用計画作成については、パ

ブリックコメント開始後に国が対象者

の拡大に関する方向で検討を始めまし

たが、具体的な対象者の考え方について

提示がありません。 

市計画（素案）では、第１期計画の目

標値を下方修正しましたが、国の方針を

受けて目標数値の設定を見直し、第１期

計画策定時の目標値を踏襲することと

しました。（P58■相談支援（サービス利

用計画作成）の見込量を修正。） 
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Ｅ 計画の文言等に関するご意見  

 

第４章の門真市障がい者自立支援協議会 

サブ協議会図について、在宅で他市の作業所

などに通われている方（当事者・家族）の意

見を吸い上げる所はどこにあてはまるのか。 

その窓口も含めた図にしてほしい。  

（知的障がいのある人の家族） 

 

第３章 基本的な考え方では、基本理念の

ひとつに「地域生活移行や雇用・就労支援等

の課題に対応した体制の整備」とあり、これ

の促進はとても大事なことだと理解してい

るが、元から地域で暮らしている人のことが

あまり触れられていないような気がする。 

（知的障がいのある人の家族） 

 

 

Ｆ その他の意見  

 

障がい者政策の問題点について、障がい者

が住んでいる地区により便利・不便は違う。

また、生活環境は 1 人で住んでいるか、障

がい者がいる、あるいは障がい者のみの世帯

か。障がいの程度にもよるが、サポートする

人が老いた親であれば無理ではないか。 

障がい者の地域（どこに）別・家庭環境（家

族構成・移動手段）という観点からの分布図

を早急に作成し、内容を市のホームページで

随時更新掲載を。また、第一に家族（サポー

トする者）の声を聞くより、障がい者本人の

声を聞いて、今本人が直面している問題と将

来の不安を解消する方が本当の障がい福祉

政策なのでは。 

オレンジバス（事務局注：市内巡回バス）

を１日も早く地下鉄門真南駅へ行くことを

 

 

 市内に３ヶ所ある相談支援事業所は、

障がいのある人に関するさまざまな相

談に応じています。門真市障がい者地域

自立支援協議会の運営の中核も担って

いますのでご利用ください。（P60･61） 

 

 

基本理念は、国の指針に基づいていま

す。障がいのある人すべてに対応したも

ので、施設入所者や長期入院の方のみを

対象とした考え方ではなく、元から地域

で暮らしている障がいのある人も含め、

雇用・就労等サービス基盤の整備に取り

組んでいきます。 

 

 

 

 

 計画素案の文言等にかかる直接的な

ご意見ではありませんが、５件のご意見

をいただきました。 

障がいのある人ご本人やご家族の声

を聞いて施策を考えていくことはとて

も大切なことです。ケースワークの中で

ニーズ把握に努めていきます。 

 また、制度の周知やサービスの充実に

向けて取り組んでいきたいと考えてい

ます。 
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５件 



希望。障がい者（車椅子常用者）２名では乗

車拒否される。障がい者のみが利用可能とす

ることを希望。その際障がい者手帳の提示を

義務付け、提示がない場合は有料とする。 

（身体障がいのある人） 

 

新体系移行について、法のもと小規模作業

所から（社福）小規模通所授産施設を設立し

たにもかかわらず、今度は障害者自立支援法

による新体系移行と、法律がころころ変わっ

てついていけない。新体系移行するための施

設の土地・建物の資金や立地（近隣住民の理

解）条件など移転問題が施設側と保護者に大

きくのしかかっている。 

（知的障がいのある人の家族） 

 

重度率が低下傾向とあっても、重度の人が

減っているわけではないはずなので、重度の

人に向けての支援、福祉サービスにもっと取

り組んでほしい。 

（知的障がいのある人の家族） 

 

もし、目標値を確保できたとしてもそれで

終わりでなく、支援のたくさん要る人には必

要な支援が行き渡るよう今後も取り組んで

いってもらいたい。 

（知的障がいのある人の家族） 

 

この計画は関係者等が必要とする資料と

してはまとまっているが、福祉に関する手引

書としては不向きであり、一般的には「福祉

のしおり」のような案内物が必要。 

（身体障がいのある人） 

 

 

 

 


